
平成22年3月14日，横浜市獣

医師会は「野生動物をペットとし

て飼うことに反対する」というテ

ーマで，朝日新聞の紙上に意見広

告を掲載した．

意見広告は，個人や企業，団体

などの組織体が諸問題について自

らの立場から主義，主張，見解な

ど広告主の意見を表明する広告とされ，かなり厳しい掲

載基準が設定されている．

今回の意見広告では，野生動物との共棲（共に棲む）

という本来の意義と，昨今の外来生物飼育の風潮への問

題提起として，その飼育への反対意見を表明している．

意見広告の新聞紙上への掲載はこれで16回目となっ

た．第1回目の意見広告では，「人と犬・猫が共存する

ために」というテーマで，その当時の保護収容された犬

猫の安楽死の現状と飼育における責任を問いかけたもの

である．

立案，意見の集約や原稿文書の作成は勿論のこと，企

業に寄りかかった意見広告ではなく，その掲載に関する

経費はすべて，横浜市獣医師会でまかなうべきものとし

て始まった．現在もその姿勢は引き継がれ，横浜市獣医

師会の事業として18年間にわたり継続されている．そ

れらの意見広告のなかには有用な広告として，素晴らし

い賞をいただいたものもある．

獣医師の職域は広く，国家資格をもとに我々は多方面

にわたりその職責を果たしている．国家資格は社会への

貢献が重要な責務であり，獣医師会は社団法人として，

その目を社会に向ける必要がある．また獣医師はその資

格のもと広範囲にわたる職域のなかで貢献をしている

が，その反面，獣医師の職域の広さゆえに，その現場に

おける活動や役割が曖昧模糊として受け止められがちで

あることも事実である．

横浜市獣医師会においても，動物の臨床，公衆衛生，

食の安全の確保など，幅広い分野にわたって活動がなさ

れている．そしてどの職域においても，獣医師としての

意見や見解を示すべき諸問題があると考えている．

獣医師あるいは社団法人としての獣医師会の方向性や
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意見，見解を社会に向けて発信することによって，職域
や役割が明確化されるものと考える．
現在，人と動物の共棲，動物の福祉，環境問題などにも
動物とのかかわりがさまざまな形で取り上げられている．
このようなときこそ，獣医師あるいは獣医師会が持つ
べき理念，社団法人としての責務から時代背景をとらえ
た見解や意見，その方向性を積極的に表明することが極
めて重要なことと考える．
以下，横浜市獣医師会の意見広告のテーマの一覧を掲

載させていただく．横浜市獣医師会のホームページ
（URL ：http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/）にて詳
しい内容をご覧いただければ幸いである．

・人と犬・猫が共存するために （平成4年3月28日掲載）

・動物を飼うことの大切さ （平成5年3月20日掲載）

・野生動物をペットとして飼うことに反対する
（平成6年3月27日掲載）

・動物を飼う前に先ず獣医師に相談を
（平成8年3月24日掲載）

・子犬を飼うなら生後60日を過ぎてから
（平成10年4月6日掲載）

・小さいうちから動物に接する習慣を
（平成11年1月10日掲載）

・マニュアルと知識と匙加減 （平成12年1月30日掲載）

・動物に対する人間の思い上がり
（平成13年3月25日掲載）

・狂犬病予防注射の重要性 （平成14年3月24日掲載）

・野生動物には野生の生活を （平成15年3月23日掲載）

・深い愛情・強い責任 （平成17年3月20日掲載）

・ことの重大さ （平成18年3月26日掲載）

・外来野生動物を飼う前にはよく考えて
（平成19年3月18日掲載）

・人と動物との調和のとれた共生を願って
（平成20年3月16日掲載）

・狂犬病予防注射の重要性 （平成21年3月15日掲載）

・野生動物をペットとして飼うことに反対する
（平成22年3月14日掲載）
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